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ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
接
種
等
を
実
施

　
昭
和
五
十
．
』
年
度
結
核
予
防
ツ
ベ

ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
B
C
G
接

種
を
左
記
の
日
程
に
よ
り
実
施
し
ま

す
。
該
当
者
は
必
ず
母
子
健
康
手
帳

を
持
参
の
う
え
、
会
場
へ
お
い
で
く

　
　
　
　
　
、

た
さ
い
。
、

該
当
者
及
び
注
意
事
項

地
　
区
名

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

判
定
・
B
C
G

実
　
施
　
時
　
間

実
施
会
場

月
　
　
　
日

月
　
　
　
日

東
小
学
校
区

6
月
1
3
日
㈹

6
月
1
5
日
困

午
後
2
時
～
2
時
半

東
小
学
校

ド
条
小
学
校
区

午
後
1
時
半
～
2
時

ド
条
公
民
館

東
ド
組
小
学
校
区

午
後
2
時
半
～
2
時
4
0
分

東
下
組
小
学
校

飛
一
小
学
校
区

6
月
2
0
日
図

6
月
2
2
日
困

午
後
2
時
～
2
時
2
0
分

飛
一
小
学
校

飛
二
小
学
校
区

午
後
2
時
4
0
分
～
2
時
50
分

飛
二
小
学
校

＋
日
町
全
区

午
後
2
時
～
2
時
半

勤
労
青
少
年

ホ
ー
ム

水
沢
小
学
校
区

6
月
2
6
日
㈲

6
月
2
8
日
㈱

午
後
1
時
半
～
2
時

水
沢
出
張
所

馬
場
小
学
校
区

午
後
2
時
半
～
2
時
⑳
分

馬
場
小
学
校

珠
川
分
校
区

午
後
3
時
～
3
時
1
0
分

珠
田
分
校

川
治
全
区
6
月
2
7
日
図

6
月
2
9
日
困

午
後
2
時
～
3
時

川
治
公
民
館

中
条
小
学
校
区

6
月
2
8
日
困

6
月
3
0
日
囲

午
後
2
時
～
2
時
半

中
条
小
学
校

六
箇
全
区

　
　
　
｝

7
月
3
日
帽

7
月
5
日
困

午
後
2
時
～
2
時
半

六
箇
小
学
校

野
中
小
学
校
区

午
後
2
時
4
5
分
～
3
時

野
中
小
学
校

吉
田
小
学
校
区

7
月
1
7
日
側

7
月
1
9
日
㈱

午
後
2
時
～
2
時
2
0
分

吉
田
小
学
校

名
ケ
山
小
学
校
区

午
後
2
時
4
0
分
～
2
時
5
0
分

名
ケ
山
小
学
校

真
田
小
学
校
区

午
後
3
時
～
3
時
1
0
分

真
田
小
学
校

鐙
島
小
学
校
区

午
後
3
時
2
0
分
～
3
時
4
0
分

鐙
島
小
学
校

◆
昭
和
五
十
二
年
生
ま
れ
の
者
全
員
．
、

◆
昨
年
の
ツ
ベ
ル
ケ
リ
ン
反
応
陰
性

者
H
及
び
B
C
G
接
種
者
、
疑
陽
性

者
㈲
と
未
実
施
者
．

◆
該
当
者
に
は
個
人
通
知
を
出
し
て

お
り
ま
す
が
、
万
一
通
知
も
れ
の
方

は
日
程
を
ご
覧
の
う
え
、
会
場
へ
お

申
し
出
く
だ
さ
い
．

停
電
の
お
知
ら
せ

　
▼
六
月
二
日
囲
　
午
前
九
時
～
午

後
一
時
ま
で
　
平
、
戸
渡
、
漉
野
、

二
子
　
▼
六
月
九
日
囲
　
午
後
一
時

～
午
後
四
時
ま
で
　
高
田
町
三
丁
目
、

高
田
町
三
南
、
高
田
町
．
一
東
、
高
田

町
三
西
の
一
部
、
丸
山
町
の
一
部
、

高
田
町
四
丁
目
の
一
部
、
春
日
町
丁

一
丁
三
丁
目
の
各
一
部
、
桜
木
町
の

一
部
▼
六
月
九
目
團
午
前
九
時

～
正
午
ま
で
　
宮
下
町
の
一
部
、
本

町
二
丁
目
の
一
部
、
高
田
町
一
丁
目

の
一
部
、
本
町
西
一
丁
目
の
一
部
、

髪
　
　
　
●
＝
　
　
　
　
■
　
．
．
　
”
＝
　
り

ゆ
ず
り
ま
す
　
　
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　
◆
5
月
1
0
日
ま
で
の
受
付
分
　
　
（
希
望
者
は
市
役
所
商
工
課
内
消
費
者
協
会
へ
）

ゆ
　
ず
　
り
　
ま
　
す

ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

品
　
　
　
名

規
　
格

希
望
価
格

品
　
　
　
名

　
　
　
、

規
　
格

希
望
価
格

オ
ガ
サ
カ
ス
キ
f
9
ヤ

中
古
騰
㎝

三
万
五
千
円

“
、
　
　
　
　
　
　
O
C

ノ
ィ
ク
5
c

中
　
古

三
万
円

、
、
、
シ
ン
足
ふ
み
式

中
　
古

話
し
合
い
で

ミ
ニ
サ
イ
ク
ル

〃

五
千
円

ブ
ラ
ザ
編
募
隣

〃

三
万
円
で

三
輪
車
（
五
歳
用
）

〃

三
千
円

電
気
あ
ん
ま
機

〃

五
千
－
円
～

　
一
万
円

扇
　
風
　
機

〃

二
千
円

仏
壇
（
顯
羅
）

〃

＋
三
万
円
位

バ
イ
ク
5
0
㏄

〃

五
千
円

ス
　
テ
　
レ
　
オ

〃

不
明

ベ
ッ
ト
（
譲
．
ト
）

〃

話
し
合
い
で

仏
壇
（
澗
鵡
藩
）

〃

＋
万
円
位

ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ト

〃

一
万
円
位

袋
町
東
・
中
の
各
一
部
　
▼
六
月
十

四
日
困
　
午
前
九
時
～
正
午
ま
で

－
・
，
　
膨

事
業
名

期
　
日

受
付
時
間

会
　
場
　
名

対
象
者
参
集
区
域

備
　
　
考

育
児
学
級
並

び
に
4
ヵ
月

児
　
検
　
診

6
月
7
日

　
（
水
）

午
後
－
時

～
－
時
半

＋
日
町
公
民
館

53
年
2
月

生
れ
の
者

全
　
域

育
児
学
級

身
体
測
定

内
科
検
診

1
歳
6
ヵ
月

児
　
検
　
診

6
月
9
日

　
（
金
）

午
後
－
時

～
－
時
半

＋
日
町
公
民
館

51
年
1
2
月

生
れ
の
者

全
　
域

身
体
測
定

歯
科
検
診

内
科
検
診

個
人
通
知
が

な
く
て
も
該

当
月
の
方
は

お
い
で
く
だ

さ
い
。

3
歳
児
検
診

6
月
1
4
日

　
（
水
）

午
後
－
時

～
2
時
半

勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム

49
年
1
2
月

生
れ
の
者

全
　
域

育
児
相
談

6
月
1
5
日

　
（
木
）

午
後
－
時
半

　
～
4
時

＋
日
町
公
民
館

52
年
8
月

～
－
o
月
生

れ
の
者

十
日
町
・

川
治
・
六

箇
・
大
井

田
・
新
座

地
区

身
体
測
定

保
育
に
つ
い

て
の
相
談

昭
和
町
一
・
二
丁
目
の
各
一
部
、
高

田
町
二
丁
目
の
一
部
、
泉
町
の
一
部
、

栄
町
の
一
部
、
寿
町
四
丁
目
の
一
部

▼
六
月
十
四
日
困
　
午
後
一
時
～
午

後
四
時
半
ま
で
　
北
新
田
、
城
之
古

の
一
部
。

…
6
月
の
休
日
救
急
医
　
…

…
4
日
　
山
ロ
医
院
（
袋
町
中
）
　
…

…
　
　
　
　
8
2
の
2
1
7
4
番
｝

…
1
1
日
　
富
田
医
院
（
神
明
町
）
　
…

一
　
　
　
　
8
2
の
3
2
6
9
番
…

…
1
8
日
庭
野
医
院
（
神
明
町
）
㎜

㎜
　
　
　
　
8
2
の
2
7
1
1
番
…

…
2
5
日
中
条
病
院
（
北
原
）
　
…

一
　
　
　
　
8
7
の
3
0
1
8
番
…

今月の納税…軽自動車税の納期限5月31目まで

　吻躍
盈6』彪夢3

6老5
　　口32号口

編集発行／十日町市役所（電話（代）7－3111）笛月25日（1部6円）

○
：

・
・
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

　
　
　
　
　
　
7
月
3
日

　
七
月
一
日
か
ら
一
ヵ
月
間
「
愛
の

血
液
助
け
合
い
運
動
」
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
例
年
、
夏
に
な
る
と
海
や
山

へ
出
か
け
る
人
が
多
い
う
え
、
暑
さ

で
献
血
者
が
減
っ
て
献
血
用
血
液
が

不
足
す
る
た
め
に
こ
の
期
間
に
、
特

に
献
血
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

　
新
潟
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
で

は
、
一
日
セ
ン
タ
ー
長
に
、
十
日
町

青
年
会
議
所
理
事
長
丸
山
秀
二
氏
を

委
嘱
し
て
街
頭
で
の
献
血
を
実
施
し

ま
す
。
当
日
は
、
十
日
町
青
年
会
議

）4回市民芸能祭（前期第
7

十
日
町
商
工
福
祉
会
館
前

所
の
会
員
の
協
力
に
よ
り
、
街
頭
で

の
呼
び
か
け
を
行
い
、
献
血
に
対
す

る
趣
旨
の
普
及
と
献
血
思
想
の
向
上

を
は
か
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
◆
献
血
車
日
程

と
き
　
七
月
三
日
（
月
）
　
午
前
十
時

　
～
正
午
．
午
後
一
時
～
三
時

と
こ
ろ
　
十
日
町
商
工
福
祉
会
館
前

　
◆
献
血
で
き
る
人

来
満
十
六
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の

　
健
康
な
人
。

：
○

来
体
重
が
男
子
四
十
五
キ
。
修
以
上
、

女
子
四
十
キ
・
筈
以
上
の
人
。

来
前
回
の
採
血
か
ら
一
ヵ
月
以
上
経

　
過
し
て
い
る
人
。
　
（
来
献
血
手
帳

　
の
あ
る
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

　
7
月
の
休
段
救
急
区

30　　　23　　　16　　　9　　　　2

日　　日　　日　　日　　日

　
ス

贔
劇

　
　
　
ぼ
条

　
　
　
　
中

　
レ

踊
ボ
鼓
会
劇
度
隼
青

　
力
恋
野

民
・
賛
鰯

“
》
　
　
舞
國
》
欝

部
霧
雑
鶴
櫛
懸

　
白
椀
◇
　
　
蘭
◇

《
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
曳

イバノジツク・フ驚
、「

大
島
医
院
（
川
原
町
）
　
…

　
　
8
2
の
2
9
5
7
番
…

山
ロ
医
院
（
下
条
中
央
通
）
…

　
　
8
5
の
2
0
0
3
番
…

十
日
町
病
院
（
高
田
町
三
南
二

　
　
8
7
の
5
5
6
6
番
㎜

至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）
　
…

　
　
8
2
の
3
2
7
6
　
｝

池
田
医
院
（
本
町
一
西
）
…

　
　
8
2
の
2
5
8
1
　
…

☆
ナ
窺
璽
蒲
髭
会
館

☆
入
　
麺
　
無
　
料

アップヒ

ヤチヤチヤ

ンデイゴ　　　1慧力、

施設見挙に参加しませんか，

　
市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ

ん
か
ら
市
の
現
状
、
市
の
し

ご
と
の
実
態
な
ど
を
実
際
に

目
で
見
、
耳
で
聴
い
て
い
た

だ
く
施
設
見
学
会
を
開
催
し

ま
す
。

＊
実
施
期
間
　
七
月
中
旬
か

ら
九
月
中
旬
ま
で
の
希
望
の

日
（
士
・
日
曜
日
は
除
く
）

＊
対
象
者
　
マ
イ
ク
・
バ
ス

を
使
用
し
ま
す
の
で
、
原
則

的
に
は
二
十
名
位
の
グ
ル
ー

プ
・
団
体
と
し
ま
す
。

＊
輌
般
見
学
コ
ー
ス
　
衛
生
セ
ン
タ

ー
、
信
濃
川
運
動
公
園
、
卸
売
市
場
、

ゴ
ル
フ
場
、
広
域
消
防
庁
舎
な
ど

　
こ
の
ほ
か
に
見
学
希
望
ヵ
所
が
あ

る
場
合
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

＊
携
行
す
る
も
の
　
昼
食

＊
申
し
込
み
　
参
加
を
希
望
さ
れ
る

団
体
等
は
、
市
・
企
画
財
政
課
企
画

広
報
係
（
8
七
⊥
三
一
一
内
線
二

三
九
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

C
『
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市
民
フ
ー
ル
は

　
7
月
1
5
日
か
ら

…
』
』
馨
鐡
、
撃
譲
議
鉱
謬

開
設
期
間
　
七
月
十
五
日
～
八
月
三

　
十
一
日

時
間
　
平
日
午
前
九
時
～
午
後
八
時

　
　
　
日
曜
午
前
九
時
～
午
後
七
時

　
（
八
月
十
三
～
十
六
日
、
二
十
五

～
二
十
七
日
は
午
後
五
時
ま
で
、
三

十
一
日
は
午
前
中
で
閉
場
し
ま
す
）

入
場
料
　
大
人
　
一
回
　
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
高
校
生
一
回
　
七
十
円

　
　
　
　
（
身
分
証
明
書
持
参
者
）

　
　
　
　
小
中
学
生
一
回
　
五
十
円

　
　
　
　
幼
児
　
　
一
回
　
三
十
円

来
小
学
生
以
下
は
、
保
護
者
同
伴
の

こ
と
。

市展ボスター募集
　　　　総切りせまるノ

1内容…市展ポスターにふさわしいもの。

　（1）大きさ　B3判（太洋紙の｝約

　　　　　39α露x54㎝）

　（2）色　数　地色を含め3色以内。

　（3）使用文字　　「第11回」「市展」

2〆切…7月20日（木）

3宛先…十日町市学校町　十日町市公民館

　　市展係（87－5011）

4審査…第11回市展運営委員会

5授賞…入選1点　　賞金10，000円

　　佳作数点　　賞　品

■詳細は5月25日号お知らせ版をごらん

　ください。

ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
ヤ
　
し

　珊

》競技種目《
1．トラック競技

（男）（1）60常　40歳～44歳、45歳～49歳、50歳以上

　（2）100御　25歳～29歳、30歳～34歳、35歳以上

　（3）200㎜　24歳以下、25歳以上

　（4》400糀　24歳以下、25歳以上

　（5）1500㎜　年齢制限なし

（女）（1）60拠　10歳台、20歳台、30歳以上

H。フイールド競技

（D走巾跳
　（男）24歳以下、25歳以上

　（女）年齢制限なし
（2》砲丸投

　（男）30歳台、40歳台、50歳以上（4㎏の砲丸使用）

皿．リレー競技（バトンゾーン20泌）

（1）小中学生500魏リレー

　小三までの男女各50勉、小六までの男女、中学生男女

　各100泌
（2洛区対抗700㎜リレー（年齢制限なし）

　男（100初）・女（50泌）・男（200㎜）・女（50，π）・男（300

　　彿）
（3）各区年齢別リレー

　一般女子（50㎜）・50歳台男（50㎜）・10歳台男（200飢）

　30歳台男（100魏）・40歳台男（100彿）・20歳台男（200泌）

W．レクリェーション種目

（D百足競走（年齢制限なし）

　　男女各3名　　100初
（2》二人三脚リレー（年齢制限なし）

　　1チーム4組（男女で1組）4組で300勉（1組75川）

（3）スプーンレース（60歳以上）

　男女各2名50解
｛4）障害物競走　（年齢制限なし）

　　1チーム1名　　200窺
（5》つな引き（年令制限なし）

　　1チーム男20名、女10名
（6）紅白大玉送り（年齢制限なし）

　　1チーム男20名、女10名
（7）紅白玉入れ競争

　幼児男10名、女10名、母親20名
（8》ファイアーリレー（男30歳以上）

　　1チーム8名　　400㎜　　（1人50規）
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今年は、市民体育大会の年です。市・教育委員会

では、このほど大会の実施要網を策定しました。

各地区とも9月3日に向けて充分の準備をお願い
します。
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十日町南 869

本町1上・1下・東1・西1・

2・3、袋町東・中・西、高

田町1、昭和町1、宮下町東・
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3南、丸山町、昭和町2・3、

西寺町、七軒町、泉町、加賀

糸屋町、関口樋口町、駅通り、

島

十日町東 895

本町4・5・6の1、田中町
東・西・本通り、川原町、上

川町、田川町1・2・3、江
道、猿倉、津池、菅沼、大池、

赤倉

十日町北 956

本町6の2・6の3、昭和町

4、西浦町東・西、旭町、稲

荷町1・2・3本通り・3東、

稲荷町3南・3北・4・西、

西本町1・2、千代田町、八

幡田町、下川原町

東　　部 1，360 東小学校区

中　　条 1，210 中条小学校区、飛渡地区

川治南 1，363

川治、関浅、八箇、谷内丑、

妻有町、北新田、城之古、塚

原町、六箇

川治北 1，106

山本、高山、錦町、美雪町、

桜木町、春日町、高田町4・

5、千歳町、寿町、河内町

吉　　田 896 全　　　域

下　　条 962 全　　　域

水沢南 796

水沢、馬場、太田島、漆島、

池沢、野中、鍬柄沢、当間、

大石、南雲、中在家、市之沢、

珠川、姿、安養寺、幸町

水沢北 856
土市、新宮、伊達、大黒沢、

小黒沢、天池、細尾、池之尻
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市
民
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ー
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1
5
日
か
ら

…
』
』
馨
鐡
、
撃
譲
議
鉱
謬

開
設
期
間
　
七
月
十
五
日
～
八
月
三

　
十
一
日

時
間
　
平
日
午
前
九
時
～
午
後
八
時

　
　
　
日
曜
午
前
九
時
～
午
後
七
時

　
（
八
月
十
三
～
十
六
日
、
二
十
五

～
二
十
七
日
は
午
後
五
時
ま
で
、
三

十
一
日
は
午
前
中
で
閉
場
し
ま
す
）

入
場
料
　
大
人
　
一
回
　
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
高
校
生
一
回
　
七
十
円

　
　
　
　
（
身
分
証
明
書
持
参
者
）

　
　
　
　
小
中
学
生
一
回
　
五
十
円

　
　
　
　
幼
児
　
　
一
回
　
三
十
円

来
小
学
生
以
下
は
、
保
護
者
同
伴
の

こ
と
。

市展ボスター募集
　　　　総切りせまるノ

1内容…市展ポスターにふさわしいもの。

　（1）大きさ　B3判（太洋紙の｝約

　　　　　39α露x54㎝）

　（2）色　数　地色を含め3色以内。

　（3）使用文字　　「第11回」「市展」

2〆切…7月20日（木）

3宛先…十日町市学校町　十日町市公民館

　　市展係（87－5011）

4審査…第11回市展運営委員会

5授賞…入選1点　　賞金10，000円

　　佳作数点　　賞　品

■詳細は5月25日号お知らせ版をごらん

　ください。

ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
ヤ
　
し

　珊

》競技種目《
1．トラック競技

（男）（1）60常　40歳～44歳、45歳～49歳、50歳以上

　（2）100御　25歳～29歳、30歳～34歳、35歳以上

　（3）200㎜　24歳以下、25歳以上

　（4》400糀　24歳以下、25歳以上

　（5）1500㎜　年齢制限なし

（女）（1）60拠　10歳台、20歳台、30歳以上

H。フイールド競技

（D走巾跳
　（男）24歳以下、25歳以上

　（女）年齢制限なし
（2》砲丸投

　（男）30歳台、40歳台、50歳以上（4㎏の砲丸使用）

皿．リレー競技（バトンゾーン20泌）

（1）小中学生500魏リレー

　小三までの男女各50勉、小六までの男女、中学生男女

　各100泌
（2洛区対抗700㎜リレー（年齢制限なし）

　男（100初）・女（50泌）・男（200㎜）・女（50，π）・男（300

　　彿）
（3）各区年齢別リレー

　一般女子（50㎜）・50歳台男（50㎜）・10歳台男（200飢）

　30歳台男（100魏）・40歳台男（100彿）・20歳台男（200泌）

W．レクリェーション種目

（D百足競走（年齢制限なし）

　　男女各3名　　100初
（2》二人三脚リレー（年齢制限なし）

　　1チーム4組（男女で1組）4組で300勉（1組75川）

（3）スプーンレース（60歳以上）

　男女各2名50解
｛4）障害物競走　（年齢制限なし）

　　1チーム1名　　200窺
（5》つな引き（年令制限なし）

　　1チーム男20名、女10名
（6）紅白大玉送り（年齢制限なし）

　　1チーム男20名、女10名
（7）紅白玉入れ競争

　幼児男10名、女10名、母親20名
（8》ファイアーリレー（男30歳以上）

　　1チーム8名　　400㎜　　（1人50規）
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今年は、市民体育大会の年です。市・教育委員会
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十日町南 869
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2・3、袋町東・中・西、高

田町1、昭和町1、宮下町東・

西、諏訪町、神明町、学校町

1・2、水野町、若宮町
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糸屋町、関口樋口町、駅通り、
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東　　部 1，360 東小学校区
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川治、関浅、八箇、谷内丑、
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下　　条 962 全　　　域

水沢南 796

水沢、馬場、太田島、漆島、

池沢、野中、鍬柄沢、当間、

大石、南雲、中在家、市之沢、
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7月1日から

国民年金の特例納付が実施されます。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
る
五
月
十
日
成
立
し
た
国
民
年
金
法
の
改
正
で
、
国
民
年
金
の
特
例
納
付

特
例
納
付
と
は
〃
離
魏
岬
．
」
の
目
難
に
糊
辮
隠
誤
碧
砧
舗
漣
控
婆
施

◆
加
入
期
間
は

　
国
民
年
金
で
は
六
十
歳
ま
で
に
最

低
二
十
五
年
（
昭
和
五
年
四
月
一
日

以
前
生
ま
れ
の
人
は
十
年
～
二
十
四

年
）
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
し
て

い
な
い
と
年
金
は
も
ら
え
ま
せ
ん
．

　
そ
の
た
め
に
国
民
年
金
は
加
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
加
入
し
な

か
っ
た
り
、
長
い
間
保
険
料
を
納
め

忘
れ
て
い
る
と
、
年
金
は
う
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

◆
全
国
に
約
百
万
人
の
無
年
金
者

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
原
則
的

に
は
納
期
限
か
ら
二
年
た
つ
と
時
効

で
、
納
め
た
く
て
も
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
六
十
歳
ま

で
保
険
料
を
納
め
て
も
、
過
去
に
未

納
期
間
が
あ
る
た
め
、
決
め
ら
れ
た

資
格
期
間
（
納
入
期
間
）
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
ず
、
将
来
老
齢
年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
人
（
無
年
金
者
）
が

全
国
に
約
百
万
人
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

◎
無
年
金
者
を
救
済

㎜
そ
こ
で
国
は
、
「
こ
れ
ら
の

…
無
年
金
者
を
救
済
し
て
ほ
し
い
」

㎜
と
の
強
い
世
論
を
う
け
、
今
回

…
限
り
と
し
て
、
国
民
年
金
の
強

…
制
加
入
対
象
者
で
、
過
去
の
保

…
険
料
納
入
が
時
効
で
納
め
ら
れ

皿
な
い
方
に
対
し
、
も
う
一
度
さ

…
か
の
ぼ
っ
て
納
入
の
チ
ヤ
ン
ス

㎜
を
与
え
る
無
年
金
者
救
済
措
置

皿
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
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こ
れ
が
国
民
年
金
の
特
例
納
…

付
で
す
。
長
い
間
、
国
民
年
金
一

　
に
加
入
し
な
か
っ
た
り
、
保
険
…

料
を
納
め
な
い
で
い
た
人
が
、
…

年
金
を
も
ら
え
る
最
後
の
チ
ャ
…

　
ン
ス
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
該
当
さ
れ
る
方
は
、
こ
の
機
㎜

会
を
逃
さ
な
い
よ
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．
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目4千円 55年6月30日 特例納付のできる人

ぼって納められる保険 が期限です この保険料を納めるこ

あたり4千円です。ま 保険料をさかの
とができる人は、明治44

’きますし、2年の間に

きますが、なるべく早
めて納入することをお

ぼって納められる

のは、昭和53年7

年4月2日以降に生まれ
た強制加入者だけです。

　ただし、65歳以上σ）人

月1目から、昭和 で老齢年金や通算老齢年

ある人 55年の6月30目ま 金を受けることσ）できる

00円＝24万円（保険料） での2年間です。 人は除く。

　保険料は1ヵ月
　こグ）特例で、さかのi

料は、未納の月1ヵ月i

とめて納めることもで

分けて納めることもで

めに、できるだけまと

勧めします。

《例》未納期間が5年歩

　5年1×12ヵ月×4，001

9””1””1”1””“1”II””1と’おガ」哩r6」田らぜ」躊””””””””ll”II”“II”””1”II”1”II”III”1”IIlll”””””””””ll”ll昭和53年6月25日

市
で
は

　
市
で
は
、
こ
の
特
例
納
付
が
七
月

一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

過
去
に
未
納
の
あ
る
方
や
、
現
在
資

格
期
間
（
未
納
期
間
）
が
不
足
し
て

い
る
方
を
調
査
抽
出
し
、
七
月
一
日

付
で
該
当
者
あ
て
納
付
勧
奨
用
チ
ラ

シ
を
送
付
い
た
し
ま
す
．

　
こ
の
機
会
に
、
該
当
者
は
も
ち
ろ

ん
、
み
な
さ
ん
方
も
い
ま
一
度
ご
自

分
の
納
入
状
態
を
確
認
し
て
く
だ
さ

　
特
に
、
三
十
五
歳
を
す
ぎ
た
人
は

こ
の
際
．
こ
自
分
の
年
金
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
無
年
金
者
に
な
ら
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
方
は

す
ぐ
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

日
①
農
業
・
商
業
・
工
業
な
ど
の
自

営
業
者

　
②
従
業
員
五
人
未
満
の
事
業
所
で

働
く
人

　
③
サ
ー
ビ
ス
業
・
自
由
業
の
人
等

　
二
十
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
の
日

本
国
民
で
、
厚
生
年
金
・
船
員
保
険
・

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は

国
民
年
金
に
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
だ
、
加
入
の
手
続
き
を
し
て
い

な
い
人
は
す
ぐ
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

■
加
入
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
保
険

料
の
未
納
期
間
が
あ
る
人
は
、
保
険

料
を
納
め
る
期
間
が
不
足
し
な
い
よ

5
年
4
月
2
日
以
後

25
年

）満未年10上以年1が
給

間
支

期
て

た
し

め
と

納
例

を
特

料
に

険
人

保
の
（一←

5
年
4
月
1
日
〃

24
年

4
年
4
月
1
日
〃

23
年

3
年
4
月
1
日
〃

22
年

昭
2
年
4
月
1
日
〃

21
年

15

年
4
月
1
日
〃

20
年

14

年
4
月
1
日
〃

19
年

13

年
4
月
1
日
〃

18
年

12

年
4
月
1
日
〃

17
年

n
年
4
月
1
日
〃

16
年

10

年
4
月
1
日
〃

15
年

9
年
4
月
1
日
〃

14
年

8
年
4
月
1
日
〃

13
年

7
年
4
月
1
日
〃

12
年

6
年
4
月
1
日
〃

11

年

5
年
4
月
1
目
〃

7
年
1
月

4
年
4
月
1
日
〃

3
年
4
月
1
日
〃

10
年

6
年
1
月

大
2
年
4
月
1
日
〃

5
年
1
月

明
4
5
年
4
月
1
日
以
前

明
4
4
年
4
月
2
日
以
降

4
年
1
月

生
　
年
　
月
　
日

老
齢
年
金

特
例
老
齢
年
金

最
低
必
要
な
期
間

［離鑛ですか…ヨ、轍錨二簾麟
免除をうけた期間を合わせて、25年以上あることが必要ですが、昭和5

年4月1日以前に生まれた人には、必要な期間が10年～24年あればよい

ことになっています。

　あなたは、何年必要ですか。上の表をごらんください。

●長く納めて大きな年金を

　あなたは、ご自分の生年月日に応じて必要な期間があれば、年金をも

らえるようになりますが、できるだけ大きな年金をもらえるように、未

納の保険料は、できるだけ多く納めることをおすすめします。

●年金額は、つぎの①～③を合計した額です。

i①（1・300円x保険料納付月数）×L167　　　i注）保険料の免除をうけた

1②500円×（300月一加入期間の月数）×L167i期間は、①については3分

i　（必要な期間が10年～24年に短縮される人iの1・②については2分の

i　のみ加算）　　　　　　　　　　　　　　i1の割合で計算します・た

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iだし、特例老齢年金は①の
i③200円×付加保険料を納めた月数　　　　　i計算式だ‘す1こよります．

i　（付加保険料を納めた人のみ加算）　　　　i

驕竃欝人司，、究鷲膿綴灘
て保険料を納入できます。

●65歳以上の人はすぐ年金をもらえます。

　65歳以上の人は、未納の保険料を納めて、年金をうけられる期間がで

きると、その翌月から年金をもらえますから、できるだけ早く納めてく

ださい。

　その場合、まとめて納入していただくことになります。

う
に
、
で
き
る
だ
け
早
く
納
め
て
く

だ
さ
い
。

■
現
在
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
ま

え
の
強
制
加
入
期
間
の
未
納
保
険
料

は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

手
続
き
は
か
ん
た
ん
で
す

　
加
入
手
続
き
も
、
未
納
保
険
料
を

納
め
る
手
続
き
も
、
印
か
ん
を
も
っ

て
、
市
民
課
国
民
年
金
係
へ
お
い
で

に
な
れ
ば
か
ん
た
ん
に
で
き
ま
す
。

　
納
付
勧
奨
用
チ
ラ
シ
の
届
い
た
方

は
、
同
チ
ラ
シ
を
ご
持
参
下
さ
い
．

　
特
例
納
付
を
希
望
す
る
人
は
、
納

入
で
き
る
期
間
が
二
年
間
と
限
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
納
入
計
画
を
キ
チ

ン
と
立
て
、
す
み
や
か
に
納
入
す
る

よ
う
・
い
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
他
、
不
明
の
点
は
、
市
民
課

国
民
年
金
係
（
窓
七
±
三
一
一
内

線
二
一
八
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
　
　
メ

奪
㌘修，　

　
4
薇
鼠
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7月1日から

国民年金の特例納付が実施されます。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
る
五
月
十
日
成
立
し
た
国
民
年
金
法
の
改
正
で
、
国
民
年
金
の
特
例
納
付

特
例
納
付
と
は
〃
離
魏
岬
．
」
の
目
難
に
糊
辮
隠
誤
碧
砧
舗
漣
控
婆
施

◆
加
入
期
間
は

　
国
民
年
金
で
は
六
十
歳
ま
で
に
最

低
二
十
五
年
（
昭
和
五
年
四
月
一
日

以
前
生
ま
れ
の
人
は
十
年
～
二
十
四

年
）
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
し
て

い
な
い
と
年
金
は
も
ら
え
ま
せ
ん
．

　
そ
の
た
め
に
国
民
年
金
は
加
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
加
入
し
な

か
っ
た
り
、
長
い
間
保
険
料
を
納
め

忘
れ
て
い
る
と
、
年
金
は
う
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

◆
全
国
に
約
百
万
人
の
無
年
金
者

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
原
則
的

に
は
納
期
限
か
ら
二
年
た
つ
と
時
効

で
、
納
め
た
く
て
も
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
六
十
歳
ま

で
保
険
料
を
納
め
て
も
、
過
去
に
未

納
期
間
が
あ
る
た
め
、
決
め
ら
れ
た

資
格
期
間
（
納
入
期
間
）
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
ず
、
将
来
老
齢
年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
人
（
無
年
金
者
）
が

全
国
に
約
百
万
人
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

◎
無
年
金
者
を
救
済

㎜
そ
こ
で
国
は
、
「
こ
れ
ら
の

…
無
年
金
者
を
救
済
し
て
ほ
し
い
」

㎜
と
の
強
い
世
論
を
う
け
、
今
回

…
限
り
と
し
て
、
国
民
年
金
の
強

…
制
加
入
対
象
者
で
、
過
去
の
保

…
険
料
納
入
が
時
効
で
納
め
ら
れ

皿
な
い
方
に
対
し
、
も
う
一
度
さ

…
か
の
ぼ
っ
て
納
入
の
チ
ヤ
ン
ス

㎜
を
与
え
る
無
年
金
者
救
済
措
置

皿
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
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目4千円 55年6月30日 特例納付のできる人

ぼって納められる保険 が期限です この保険料を納めるこ

あたり4千円です。ま 保険料をさかの
とができる人は、明治44

’きますし、2年の間に

きますが、なるべく早
めて納入することをお

ぼって納められる

のは、昭和53年7

年4月2日以降に生まれ
た強制加入者だけです。

　ただし、65歳以上σ）人

月1目から、昭和 で老齢年金や通算老齢年

ある人 55年の6月30目ま 金を受けることσ）できる

00円＝24万円（保険料） での2年間です。 人は除く。

　保険料は1ヵ月
　こグ）特例で、さかのi

料は、未納の月1ヵ月i

とめて納めることもで

分けて納めることもで

めに、できるだけまと

勧めします。

《例》未納期間が5年歩

　5年1×12ヵ月×4，001
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市
で
は

　
市
で
は
、
こ
の
特
例
納
付
が
七
月

一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

過
去
に
未
納
の
あ
る
方
や
、
現
在
資

格
期
間
（
未
納
期
間
）
が
不
足
し
て

い
る
方
を
調
査
抽
出
し
、
七
月
一
日

付
で
該
当
者
あ
て
納
付
勧
奨
用
チ
ラ

シ
を
送
付
い
た
し
ま
す
．

　
こ
の
機
会
に
、
該
当
者
は
も
ち
ろ

ん
、
み
な
さ
ん
方
も
い
ま
一
度
ご
自

分
の
納
入
状
態
を
確
認
し
て
く
だ
さ

　
特
に
、
三
十
五
歳
を
す
ぎ
た
人
は

こ
の
際
．
こ
自
分
の
年
金
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
無
年
金
者
に
な
ら
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
方
は

す
ぐ
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

日
①
農
業
・
商
業
・
工
業
な
ど
の
自

営
業
者

　
②
従
業
員
五
人
未
満
の
事
業
所
で

働
く
人

　
③
サ
ー
ビ
ス
業
・
自
由
業
の
人
等

　
二
十
歳
か
ら
五
十
九
歳
ま
で
の
日

本
国
民
で
、
厚
生
年
金
・
船
員
保
険
・

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は

国
民
年
金
に
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
だ
、
加
入
の
手
続
き
を
し
て
い

な
い
人
は
す
ぐ
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

■
加
入
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
保
険

料
の
未
納
期
間
が
あ
る
人
は
、
保
険

料
を
納
め
る
期
間
が
不
足
し
な
い
よ

5
年
4
月
2
日
以
後

25
年

）満未年10上以年1が
給

間
支

期
て

た
し

め
と

納
例

を
特

料
に

険
人

保
の
（一←

5
年
4
月
1
日
〃

24
年

4
年
4
月
1
日
〃

23
年

3
年
4
月
1
日
〃

22
年

昭
2
年
4
月
1
日
〃

21
年

15

年
4
月
1
日
〃

20
年

14

年
4
月
1
日
〃

19
年

13

年
4
月
1
日
〃

18
年

12

年
4
月
1
日
〃

17
年

n
年
4
月
1
日
〃

16
年

10

年
4
月
1
日
〃

15
年

9
年
4
月
1
日
〃

14
年

8
年
4
月
1
日
〃

13
年

7
年
4
月
1
日
〃

12
年

6
年
4
月
1
日
〃

11

年

5
年
4
月
1
目
〃

7
年
1
月

4
年
4
月
1
日
〃

3
年
4
月
1
日
〃

10
年

6
年
1
月

大
2
年
4
月
1
日
〃

5
年
1
月

明
4
5
年
4
月
1
日
以
前

明
4
4
年
4
月
2
日
以
降

4
年
1
月

生
　
年
　
月
　
日

老
齢
年
金

特
例
老
齢
年
金

最
低
必
要
な
期
間

［離鑛ですか…ヨ、轍錨二簾麟
免除をうけた期間を合わせて、25年以上あることが必要ですが、昭和5

年4月1日以前に生まれた人には、必要な期間が10年～24年あればよい

ことになっています。

　あなたは、何年必要ですか。上の表をごらんください。

●長く納めて大きな年金を

　あなたは、ご自分の生年月日に応じて必要な期間があれば、年金をも

らえるようになりますが、できるだけ大きな年金をもらえるように、未

納の保険料は、できるだけ多く納めることをおすすめします。

●年金額は、つぎの①～③を合計した額です。

i①（1・300円x保険料納付月数）×L167　　　i注）保険料の免除をうけた

1②500円×（300月一加入期間の月数）×L167i期間は、①については3分

i　（必要な期間が10年～24年に短縮される人iの1・②については2分の

i　のみ加算）　　　　　　　　　　　　　　i1の割合で計算します・た

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iだし、特例老齢年金は①の
i③200円×付加保険料を納めた月数　　　　　i計算式だ‘す1こよります．

i　（付加保険料を納めた人のみ加算）　　　　i

驕竃欝人司，、究鷲膿綴灘
て保険料を納入できます。

●65歳以上の人はすぐ年金をもらえます。

　65歳以上の人は、未納の保険料を納めて、年金をうけられる期間がで

きると、その翌月から年金をもらえますから、できるだけ早く納めてく

ださい。

　その場合、まとめて納入していただくことになります。

う
に
、
で
き
る
だ
け
早
く
納
め
て
く

だ
さ
い
。

■
現
在
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
ま

え
の
強
制
加
入
期
間
の
未
納
保
険
料

は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

手
続
き
は
か
ん
た
ん
で
す

　
加
入
手
続
き
も
、
未
納
保
険
料
を

納
め
る
手
続
き
も
、
印
か
ん
を
も
っ

て
、
市
民
課
国
民
年
金
係
へ
お
い
で

に
な
れ
ば
か
ん
た
ん
に
で
き
ま
す
。

　
納
付
勧
奨
用
チ
ラ
シ
の
届
い
た
方

は
、
同
チ
ラ
シ
を
ご
持
参
下
さ
い
．

　
特
例
納
付
を
希
望
す
る
人
は
、
納

入
で
き
る
期
間
が
二
年
間
と
限
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
納
入
計
画
を
キ
チ

ン
と
立
て
、
す
み
や
か
に
納
入
す
る

よ
う
・
い
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
他
、
不
明
の
点
は
、
市
民
課

国
民
年
金
係
（
窓
七
±
三
一
一
内

線
二
一
八
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
　
　
メ

奪
㌘修，　

　
4
薇
鼠
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建築確認申請

手数料が変わります痂

★7月1日から★

　建築基準法施行令の一部改正

によって・建築確認申請手数料

が7月1日から下表のように変

わります。ご協力お願いします。

建築確認申請手数料

　　　　　（　）内は改定前

基準床面積 手数料（円）

30㎡未満 1，500
（500）

30㎡以上100㎡未満 3，000
（1，000）

100㎡以上200㎡未満 6，000
（3，000）

200㎡以上500㎡未満 9，000
（3，000）

500㎡以上210007秣満 21，000
（7，000）

2，㎝㎡以上10，㎜㎡繍 90，000
（30，000）

10，00曜肚50，㎜㎡未満 150，000
（50，000）

50，000η似上 300，000
（100，000）

建築設備・工作物 5，000
（1，000）

電動ダムウェーター 2，500
（500）

集中豪雨の季節です
◎今年の梅雨明けは遅くなりそう

です。後半に大雨の降るおそれが

あります。

◎異常現象を発見した時は、市役

所、市政事務嘱託員、消防署、消

防団員などにお知らせください。

◎集中豪雨に備えて、近くの川や

側溝などの清掃を心がけましょう。

市
民
つ
り
大
会
に

　
　
　
　
　
　
　
百
三
十
人

　
恒
例
の
市
民
釣
大
会
が
六
月
四
日

大
池
で
行
わ
れ
、
少
年
、
一
般
、
ヘ

ラ
鮒
、
蓮
魚
の
各
部
に
わ
か
れ
て
、

約
百
三
十
人
が
腕
を
き
そ
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
西
野
繁
、
満
さ
ん
親

子
が
、
少
年
の
部
、
蓮
魚
の
部
で
優

勝
し
ま
し
た
。
各
部
の
三
位
ま
で
の

成
績
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

少
年
の
部
　
優
勝
・
西
野
満
（
千
歳

町
）
二
位
・
渡
辺
正
之
（
田
中
町
本

通
り
）
三
位
・
山
田
幸
一
（
栄
町
）

　
多
～

鱒
般
の
部
　
優
勝
・
樋
態
哲
也
（
新

座
）
二
位
・
山
口
信
幸
（
大
黒
沢
）

三
位
・
岩
田
浩
平
（
峠
）

蓮
魚
の
部
　
優
勝
・
西
野
繁
（
千
歳

町
）ヘ

ラ
鮒
の
部
　
優
勝
・
生
越
忠
（
泉

町
）
二
位
・
樋
口
善
治
（
丸
山
町
）

三
位
・
内
藤
誠
之
輔
（
四
日
町
）

事
業
名

期
　
日

受
付
時
間

会
　
場
　
名

対
象
者
参
集
区
域

備
　
　
考

育
児
学
級
並

ぴ
に
4
ヵ
月

児
　
検
　
診

7
月
5
日

　
（
水
）

午
後
1
時

～
1
時
半

十
日
町
公
民
館

53
年
3
月

生
れ
の
者

全
　
域

育
児
学
級

身
体
測
定

内
科
検
診

育
児
相
談

7
月
6
日

　
（
木
）

午
前
9
時
半

～
n
時

水
沢
出
張
所

生
後
1
2
カ

月
ま
で
の

者

水
沢
地
区

身
体
測
定

並
び
に

保
育
に
つ
い

て
の
相
談

7
月
1
1
日

　
（
火
）

午
後
1
時
半

～
4
時

十
日
町
公
民
館

52

年
n
月

～
5
3
年
1

月
生
れ
の

者

十
日
町
・

川
治
・
六

箇
・
大
井

田
・
新
座

　
区

7
月
4
日

　
（
火
）

吉
田
出
張
所

生
後
1
2
カ

月
ま
で
の

者

吉
田
地
区

7
月
1
3
日

　
（
木
）

中
条
公
民
館

中
条
地
区

7
月
1
9
日

　
（
水
）

下
条
公
民
館

下
条
地
区

1
歳
6
ヵ
月

児
　
検
　
診

7
月
1
8
日

　
（
火
）

午
後
1
時

～
2
時

十
日
町
公
民
館

52

年
1
月

生
れ
の
者

全
　
城

身
体
測
定

歯
科
検
診

内
科
検
診

個
人
通
知
が

な
く
て
も
該

当
月
の
方
は

お
い
で
く
だ

さ
い
。

三
歳
児
検
診

7
月
2
8
日

　
（
金
）

午
後
1
時

～
2
時
半

勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム

50

年
1
月

生
れ
の
者

停
電
の
お
知
ら
せ

　
▼
七
月
四
日
（
火
）
　
午
前
九
時
～

正
午
ま
で
　
谷
内
丑
　
▼
七
月
十
三

日
（
木
）
　
午
前
八
時
～
正
午
ま
で

吉
田
山
谷
、
稲
葉
　
▼
七
月
十
三
日

（
木
）
　
午
後
一
時
～
午
後
四
時
半
ま

で
　
高
島
の
一
部
　
▼
七
月
十
四
日

（
金
）
　
午
前
九
時
～
午
後
一
時
ま
で

　
学
校
町
一
丁
目
の
一
部
、
学
校
町

二
丁
目
、
川
原
町
の
一
部
、
水
野
町

の
一
部
、
若
宮
町
の
一
部
。

、
ゆ
ず
り
ま
す
・
ゆ
ず
つ
て
く
だ
さ
い

◆
6
月
1
0
8
蜜
で
の
受
付
分
霧
望
考
纏
群
役
斎
薦
工
隷
内
溝
繋
響
鶴
会
へ
）

蓮魚の部優勝の西野繁さん

撚辮糀ll品ゆ
ゴ車llll叢雛灘1嶺ず

中黄．’㍗」舗．鷺規り
吉用　古付対第　欝議約ま

す
・

義
薙
繕
絡

｝
秀
簸
舶
趨

麟
し
愈
い
で

　
三
万
鶏

穣
談
で

薫
～
＋
万
円

　
一
万
跨

　
一
万
鷺

　
7
万
田

ヲ
流
子
円

　
一
万
円

三
千
円

○
：

－
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
－

：
○

　
　
融醐

　
　
赫
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農
業
委
－
貝
A
蟹
委
一
貝
決
ま
る

　
任
期
満
了
に
と
も
な
う
、
十
目
町

市
農
業
委
員
会
委
員
の
立
候
補
届
出

が
、
七
月
四
日
・
五
目
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
委
員
の
定
数
と
同

数
だ
っ
た
の
で
無
投
票
と
な
り
、
市

選
管
で
は
十
四
日
選
挙
会
を
開
き
、

二
十
六
名
の
当
選
を
確
定
し
ま
し
た
。

十
日
町
市
農
業
委
員
会
は
、
選
挙
に

よ
る
委
員
二
十
六
名
、
市
長
が
選
任

す
る
委
員
五
名
の
計
三
十
一
名
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
印

　
　
1
9

　
　
月

　
　
7

　
　
“

員
菊

　
　
ビ

委
肋

会
噺

員
脇

　
　
任

委
ー

業農新

　
改
選
後
第
一
回
総
会
を
、
今
日
（
二

十
五
目
）
開
き
、
会
長
、
農
地
・
農

政
の
各
部
会
長
、
部
会
の
構
成
な
ど

を
決
め
ま
す
．
委
員
の
皆
さ
ん
に
は

任
期
中
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
仕
事
を
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
農
業
委
員
会
委
員
の
仕
事

農
地
法
に
決
め
ら
れ
て
い
る
仕
事
は

一
、
優
良
農
地
の
保
全
や
確
保
と
有

効
利
用
。
他
の
用
途
へ
の
転
用
の
適

正
化
を
は
か
る
仕
事
。

二
、
農
地
の
集
団
化
と
経
営
規
模
拡

大
を
す
る
た
め
の
農
地
保
有
合
理
化

事
業
を
進
め
る
仕
事
。

三
、
農
地
紛
争
に
対
し
て
和
解
、
仲

介
を
早
く
公
正
に
処
理
す
る
仕
事

　
特
に
法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
な

　
い
が
重
要
な
仕
事
は

一
、
農
業
者
年
金

二
、
農
業
所
得
課
税
標
準
の
適
正
化

三
、
農
業
後
継
者
対
策

四
、
農
業
生
産
基
盤
整
備
対
策

五
、
豪
雪
過
疎
対
策

六
、
米
生
産
調
整
対
策

七
、
出
稼
対
策

第一選挙区
（定員6名）

村　山　隆太郎（48）無・新　西浦東

小　林　賢　祐（49）無・新　津池

服　部　正　義（56）無・前笹之沢

旧十日町・旧川 南　雲　龍　治（61）無・前　中村
治村・旧六箇村 岡　村　建　治（53）無・新　北新田
の区域 遠　田　金　市（54）無・前　川治ド町

小　泉　富治郎（57）無・新　市之沢

第二選挙区 藤　木　元　一（50）共・前轟木
（定員6名） 庭　野　儀市郎（62）無・前　小貫

山　田　正　吉（55）無・前四日町第3

旧中条村の区域 小　林　龍　松（60）無・前　中条島

大　熊　徳太郎（53）無・前　尾崎

第三選挙区
（定員4名）

尾　身　正　徳（56）共・前　中平

丸　山　　　滋（56）無・前　南鐙坂

柳　　　重太郎（52）無・新　高島
旧吉田村の区域

入　田　富　治（56）無・新稲葉

第四選挙区
（定員4名）

小　林　良　章（46）無・前　原

井　川　　　勇（52）無・前　貝ノ川

樋　口　策　衛（51）無・前塩野
旧下条村の区城

上　村　完　治（56）無・前　岩野

岩　田　長　蔵（39）無・新　天池

第五選挙区 保　坂　兼　弘（49）無・新姿
（定員6名） 太　田　久　男（52）無・新珠川

鈴　木　　　武（48）無・新　大石
旧水沢村の区域 宮　沢　　　孝（60り無・新　小黒沢

上　村　国　平（63）無・元土市

庭　野　耕　策（55）市農協

市長が選任 庭　野　重　信（47）市農業共済組合

根　津　新　作（67）市議会

する委員 池　田　金　策（56）市議会

佐　藤　誠　一（55）市議会

　
　
超
党
派
で
の
平
和
運
勤

　
⇔
世
界
平
和
を
築
く
た
め

　
　
　
　
み
ん
な
で
参
加
し
よ
う

　
と
き
8
月
6
日

　
　
　
　
　
午
前
八
時
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
八
時
三
十
分
ま
で

　
と
一
』
ろ
市
民
会
館
内

主
擁水

爆
鋸
墨

㎜原
水
爆
禁
止
市
民
大
会

⇔
支
援
団
体
（
順
不
同
）

地ラ北・天キ仏金青商記織市市日自繊婦

　イロ1

オ妾楓年工者物本由
区ンリリ　　教融会会ク　農役社民　人

襲鋪議議ラ紐会主
　フフフ
評ブブブ会会会団所所ブ合協所党党労会
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